
東洋町公式ホームページにおける町内に本社、支店、営業所、店舗等を
有する企業又は事業主専用の広告掲載ページの取扱いに関する要綱

（目的）
第１条 この要綱は、東洋町公式ホームページ（以下「ホームページ」という ）に町内。
に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主（以下「企業又は事業主」とい
う ）専用広告掲載ページを設け、広く情報を発信することにより企業又は事業主を支。
援することを目的に、必要な事項を定める。

（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。

（１）東洋町公式ホームページ 東洋町（以下「町」という ）が管理するホームページ。
をいう。
（２）広告 文字及び画像で表示された情報をいう。
（３）広告主 広告掲載の許可を受けた者をいう。
（広告掲載の場所）
第３条 広告は、東洋町公式ホームぺージ内の「楽市・楽座」のページ内に掲載するもの
とし、広告を掲載する位置は町が別に定めるものとする。

（基本原則）
、 、第４条 ホームページに掲載する広告は 広告主の事業の適性化及び消費者の保護を図り

地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民生活の向上に資するものとするため、次
の各号に掲げる事項を基本原則とする。

（１）公正で真実なものであること
（２）広告の受け手に不利益を与えることのないものであること
（３）児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること
（４）品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること
（５）条例及び関係法令並びに社会秩序を遵守したものであること
（掲載しない広告）
第５条 ホームページに掲載しない広告は、その内容が第４条の基本原則に反するものの
ほか、次に掲げるものとする。

（１）政治、宗教及び選挙に関するもの
（２）社会問題についての主義・主張
（３）風俗営業に類似した業種に関するもの
（４）商品先物取引及び貸金業に類するもの
（５）公序良俗に反する恐れのあるもの
（６）第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの
（７）第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害する恐れのあるもの
（８）誇大又は虚偽の恐れのあるもの
（９）前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの
（広告の種類、規格等）



第６条 広告について、次の各号に掲げる事項は、町が別に定めるものとする。
（１）広告の種類
（２）広告の規格
（３）広告の禁止表現
（４）広告のデザイン、動き及び配色
（広告の掲載期間）
第７条 広告を掲載する期間は１年とする。
２ 広告を掲載する開始日（以下「広告掲載開始日」という ）は原則として当該広告を。
掲載する年の４月の初日とする。

３ 広告を掲載する終了日（以下「広告掲載終了日」という ）は原則として当該広告を。
開始した年の翌年の３月の末日とする。

（広告掲載の募集方法）
第８条 広告は、原則として東洋町が管理するホームページにより公募するものとする。
２ 町は第１項の規定により公募する場合は、広告主となり得る事業者に対し、公募につ
いて案内することができる。

（広告掲載の申込み）
第９条 広告の掲載を希望する者は、様式第１号により、町長に広告の掲載を申し込むも
のとする。

（広告掲載の決定）
第１０条 町長は、前条の申込みにより、広告掲載の可否をを決定したときは、様式第２
号により当該申込者に通知しなければならない。

（広告原稿の作成及び提出）
第１１条 広告主は、広告原稿を第４条及び第５条並びに第６条の規定に基づき作成し、
原則として広告掲載開始日から起算して１５日前の日までに町に提出するものとする。

、 、 。２ 前項の規定により 作成する広告原稿に関する経費は 広告主が負担するものとする
３ 町は、前項の規定により提出された広告原稿の内容が第４条及び第５条並びに第６条
の規定に反すると判断した場合は、広告主に対し修正を求めることができる。

（広告掲載料）
第１２条 広告の掲載料は、町が別に定める。
２ 広告主は、前項の規定で定めた広告掲載料を、原則として広告掲載開始日から起算し
て７日前までに、町が発行する納入通知書により一括前納するものとする。

（広告内容の変更）
第１３条 広告主は、広告内容を変更しようとする場合は、町にあらかじめ協議するもの
とし、第１１条の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するものとする。

２ 前項の規定により提出された広告原稿の修正は、第１１条第３項の規定に準ずるもの
とする。

（リンク先の変更）
第１４条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更しようとする日から起算し
て７日前までに町に届けるものとする。

（広告主の責務）



第１５条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広
、 、 、告掲載に係るすべての事項について 一切の責任を負うものとし 第三者の権利の侵害

財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはな
らない。

２ 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担
において解決しなければならない。

（広告掲載の取り消し）
第１６条 町長は、次の各号に該当するときは、広告主への催告その他何らかの手続きを
要することなく広告の掲載を取り消すことができる。

（１）第４条及び第５条並びに第６条の規定に反すると判断したとき
（２）第１１条１項の規定により定められた期日までに広告原稿の提出がないとき。
（３）第１１条第３項の規定による広告内容の修正を広告主が行わないとき
（４）第１２条第２項規定により定められた期日までに広告掲載料の納付がないとき
２ 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消した場合、当該広告主に対して理由を
付してその旨を通知するものとする。

３ 町は、前各号の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付され
ているときは、納付済みの広告掲載料は、広告の取り消しを通知した日の属する翌々月
以降の月にかかる広告掲載料を広告主に返還する。

４ 前項の規定により町が広告主に対して還付する広告掲載料は別に定め、還付する広告
掲載料には利子を付さない。

５ 第１項各号に該当し、広告の掲載を取り消したことにより生じた広告主の損害につい
ては、町は一切の賠償責任を負わないものとする。

（広告掲載の取り下げ）
第１７条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
２ 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により町長に申し出
なければならない。

３ 町は、前項の規定により広告掲載の取り下げを受理した場合で、既に広告掲載料が納
付されているときは、納付済みの広告掲載料は、広告の取り消しを受理した日の属する
翌々月以降の月にかかる広告掲載料を広告主に返還する。

４ 前項の規定により町が広告主に対して還付する広告掲載料は別に定め、還付する広告
掲載料には利子を付さない。

（協議）
第１８条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町と広告主双方が誠
意をもって協議し、解決を図るものとする。

（裁判管轄）
第１９条 この要綱に定める広告掲載に関する訴訟は、高知地方裁判所に提訴するものと
する。

（補足）
第２０条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、町が別に
定める。



附 則
(施行期日)
第１条 この要綱は、平成１８年３月１５日から施行する。
(平成１８年度における広告の掲載期間の特例)
第 条 平成１８年度における広告の掲載期間は、第７条第 項の規定にかかわらず、１
ヶ月とする。

２ 平成１８年度における広告掲載開始日は、第７条第２項の規定にかかわらず、当該広
告を掲載する月の初日とする。

３ 平成１８年度における広告掲載終了日は、第７条第３項の規定にかかわらず、当該広
告を掲載した月の末日とする。



様式第１号その１（第９条関係）
東洋町公式ホームページにおける町内に本社、支店、営業所、店舗等を
有する企業又は事業主専用の広告掲載ページへの広告掲載申込書

年 月 日

東洋町長 様

住所
申込者

氏名 印

（団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名を記入して下さい ）。

東洋町公式ホームページにおける町内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は
事業主専用の広告掲載ページへ広告を掲載したいので、下記のとおり申込みします。
申込みに当たっては、東洋町公式ホームページにおける町内に本社、支店、営業所、店

舗等を有する企業又は事業主専用の広告掲載ページの取扱いに関する要綱の内容を遵守し
ます。

記

１．事業者名・企業名

． （ ）２ 事業主氏名 代表責任者名

３．住 所 〒 －
高知県安芸郡東洋町

４．電話番号 ５．ＦＡＸ番号

６． アドレス

７．リンク先

８．営業時間

９．休 日



様式第１号その２（第９条関係）

１０．広告文
・１画像につき、１００字を目安にして下さい。
・画像は掲載限度はは町が定めるサイズ、大きさ、容量で３画像までとします。

画像１

広告文と一致す
るように、写真
画像の一部に番
号を記載して下
さい。

画像２

広告文と一致す
るように、写真
画像の一部に番
号を記載して下
さい。

画像３

広告文と一致す
るように、写真
画像の一部に番
号を記載して下
さい。



様式第１号その３（第９条関係）

１１．事業所・店舗周辺の地図（目印等を詳細に記入して下さい ）。



様式第２号（第１０条関係）
東洋町公式ホームページにおける町内に本社、支店、営業所、店舗等を
有する企業又は事業主専用の広告掲載ページへの広告掲載決定通知書

年 月 日

殿

高知県安芸郡東洋町長 田 嶋 裕 起

年 月 日付けで申込みのあった東洋町公式ホームページへの広告掲載に
ついては以下のとおり決定したので通知します。

掲 載 の 可 否 １．掲載をする ・ ２．掲載をしない
）

掲 載 可 否 の 理 由

掲 載 の 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

広 告 の 提 出 方 法

掲載料の納付方法

※掲載決定者の必読事項
１．広告掲載に当たっては、全ての事項に関し東洋町公式ホームページにおける町内に本

社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主専用の広告掲載ページの取扱いに
関する要綱（以下「要綱」という ）並びに、東洋町公式ホームページにおける町内。
に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業主専用の広告掲載ページの取扱
いに関する要領（以下「要領」という ）を遵守してください。。


